
 
鶴見区寄り添い型学習支援事業 提案書評価基準 

 

1 評価方法 

(1) 提案書の様式５から様式10について、ヒアリングの結果も踏まえて評価します。 

(2) 評価は、「提案書評価表」の各項目の「評価基準」について５段階で判定し、

「評価」欄にそれぞれの配点を記入します。 

判定 配点 

特に優れている ５ 

優れている ４ 

標準 ３ 

十分ではない ２ 

不十分である ０ 

(3) 各細目の評価点は、評価×重要度で算出します。 

(4) 評価委員の評価点の合計を集計し、この集計結果により受託候補者を特定します。 

ただし、提案書評価表における項目１から６において、全評価委員の総計がそれ

ぞれの項目の配点の60％を基準点（少数第１位切り捨て）とし、１項目でも基準点

を下回った場合には、失格とします。 

項目 
配点 

（Ａ） 

満点（Ｂ） 

（Ｂ＝Ａ×６人） 

基準点（Ｃ）※ 

（Ｃ＝Ｂ×0.6） 

１ 法人の概要・事業実績 ２０ １２０ ７２ 

２ 事業実施方針 ２０ １２０ ７２ 

３ 事業実施内容 ７０ ４２０ ２５２ 

４ 事業実施体制 ５０ ３００ １８０ 

５ 管理運営体制 ３０ １８０ １０８ 

６ 収支予算 １０ ６０ ３６ 

合 計 ２００ １，２００ ７２０ 

※基準点は、委員の欠席により変わります。 
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